
新  旧  
４ 構造改革特別区域の特性 

横芝光町は、旧横芝町と旧光町が平成１８年３月２７日に合併

して誕生した。 
本町は、千葉県北東部に位置し、東京都心から約７０ｋｍ、千

葉市から約４０ｋｍ、成田国際空港から約２０ｋｍの距離にあ

り、東西に約５ｋｍ、南北に約１４ｋｍの細長い形状で、面積は

６７．０１ｋ㎡ となっている。地勢は、南を太平洋に面し、南

部から中央部にかけて平坦地が続き、北部は緩やかな丘陵地帯を

形成しており、中心を北から南に向けて栗山川が流れている。 
広域交通としては、ＪＲ総武本線が中央部を東西に横切り、横

芝駅から千葉まで約１時間、東京までは特急により約１時間２０

分で連絡しており、広域的な幹線道路としては、国道１２６号、

主要地方道飯岡一宮線（九十九里ビーチライン）、横芝下総線な

どがある。また、平成１０年には千葉東金道路（Ⅱ期）の松尾横

芝インターチェンジ、平成１８年には銚子連絡道路の横芝光イン

ターチェンジが開設されている。 
本町の平成 ２７年１０月１日現在（国勢調査）の人口は ２３，

７６２人 であり、平成７年の２６，８１４人をピークとして、

緩やかに減少している。これは、少子化の進展により、平成３年

頃から死亡数が出生数を上回る自然減が続いていることに加え、

特に平成１３年以降、転出数が転入数を上回る社会減となってい

ることが要因となっている。人口構成をみると、平成２７年 の

年齢３区分別人口は、年少人口（１５歳未満）が １０．８％、
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生産年齢人口（１５～６４歳）が ５５．３%、老年人口（６５

歳以上）が ３３．９%となっており、千葉県の平均より少子高

齢化が進行している。 
また、世帯数は千葉県平均（２．４人 ）を ０．４人 上回って

いるものの、一世帯当りの人員は ２．８人 まで減少している。 
本町の基幹産業の一つである農業は、高齢化により農家数も減

少しているが、消費地に近い立地条件を生かして、農産物の付加

価値の向上や流通・販路の拡大を進めている。  
  このほか、本町には、栗山川や九十九里浜などの自然のほか、

豊富な歴史・文化遺産など多様な地域資源が存在している。 
本町の子育て支援施設は、町立保育所３箇所と私立保育所５箇

所の計８箇所に加え、民間の子育て支援センター１箇所、私立幼

稚園が２園、小学１年生から６年生までの児童を対象とした児童

クラブが５箇所ある。 
少子高齢化が進行している一方で核家族化や女性の社会進出

などにより、保育ニーズはますます増加・多様化しているため、

民間保育所や子育て支援センターを中心として、乳児保育・一時

保育・延長保育などを実施してきた。 
さらに、本町では子育て支援策の一環として、保護者負担の軽

減を図るため、独自の財源を使い国基準の半額程度に保育料を抑

えているうえ、平成１８年から小学生までの医療費の無料化を県

内で最初に実施するなど積極的に子育て支援に取り組んでいる。 
町立保育所は、施設の老朽化が進んでいることや、児童数の減

少などもあって、統廃合を検討しており、また、将来的には、民
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間活力を最大限に活用した保育行政を確立し、民営化による運営

経費の節減を図り、限られた財源を効率的に活用することで保育

サービスを充実することを目指している。 
そこで、民間給食専門業者からの給食外部搬入を実施すること

により、調理施設の整備・維持管理の合理化が図られ、節減され

た経費を財源として多様化する保育需要に適切に対応すること

ができるほか、地産地消の推進を民間活力で町立保育所へも拡大

することにより、安全で安心な給食を提供するとともにバランス

のとれた食習慣の定着など食育を推進し、児童の健全な育成を促

すことができる。 
 
７ 構造改革特別区域計画の実施が構造改革特別区域に及ぼす経

済的社会的効果 

 ① 民間給食専門業者の 提携企業 から供給される安定した食材

の仕入れ、一括購入と無駄のない調理により、諸経費が大幅に

節減され、保育所の効率的な運営ができる。 
 ② 節減された財源により保育サービスの充実が図られ、安全で

安心な保育環境を提供することで、子育て家庭の負担軽減や仕

事と家庭の両立支援に資することができる。 
 ③ 民間給食専門業者の保育所給食用製造ラインで調理された

衛生的で安全な給食の提供が可能になる。 
④ 地元農産物を保育所で消費し、児童が地元食材に慣れ親しむ

ことによる地産地消の推進を図るとともに、生産者の生産意欲

の高揚も期待できる。 
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別紙 
 
４ 特定事業の内容 

公立保育所の給食を、民間給食専門業者で調理して搬入する外

部搬入方式とし、保育の充実と児童の健全育成を図る。 
町内には３箇所の公立保育所があるが、施設の老朽化が進んで

いるほか、少子化によりいずれも定員割れしている。そのため、

運営の合理化が課題となっており、公立保育所の給食を民間給食

専門業者から調理・搬入により実施することで、維持管理費や人

件費などが節減できるため、節減された財源により保育サービス

の充実など子育て支援が推進できる。 
また、給食は、民間給食専門業者専属 の栄養士により必要な

栄養素量や質を確保した園児専用献立をベースに、町の栄養士に

よる確認・指示等を常時行える体制で、保育士、保護者と相談し

た上でアレルギー、アトピー等へも配慮した除去食や年齢等に応

じた給食を提供して、子どもたちの健全な成長を促す。 
さらに、食材についても、地域で生産された農産物を一部使用

することにより、子どもたちの地場産品への理解と食育の推進を

図ることができる。 
 
５ 当該規制の特例措置の内容 

⑴ 公立保育所における給食の外部搬入方式の実施に当たって

は、「厚生労働省関係構造改革特別区域法第２条第３項に規定

 
別紙 
 

４ 特定事業の内容 

公立保育所の給食を、民間給食専門業者で調理して搬入する外

部搬入方式とし、保育の充実と児童の健全育成を図る。 
町内には３箇所の公立保育所があるが、施設の老朽化が進んで

いるほか、少子化によりいずれも定員割れしている。そのため、

運営の合理化が課題となっており、公立保育所の給食を民間給食

専門業者から調理・搬入により実施することで、維持管理費や人

件費などが節減できるため、節減された財源により保育サービス

の充実など子育て支援が推進できる。 
また、給食は、関連グループ の栄養士により必要な栄養素量

や質を確保した園児専用献立をベースに、町の栄養士による確

認・指示等を常時行える体制を整えるとともに、保育士、保護者

と相談した上でアレルギー、アトピー等へも配慮した除去食や年

齢等に応じた給食を提供して、子どもたちの健全な成長を促す。 
さらに、食材についても、地域で生産された農産物を一部使用

することにより、子どもたちの地場産品への理解と食育の推進を

図ることができる。 
 
５ 当該規制の特例措置の内容 

⑴ 公立保育所における給食の外部搬入方式の実施に当たって

は、「厚生労働省関係構造改革特別区域法第２条第３項に規定



する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業

を定める省令（平成１５年８月２９日厚生労働省令第１３２

号）」はもとより、「構造改革特別区域における『公立保育所に

おける給食の外部搬入方式の容認事業』について（平成２０年

４月１日雇児発第０４０１００２号）」における留意事項を遵

守する。 
 当該規制の特例措置を受けようとする公立保育所の調理室

の面積及び主な設備は以下のとおりであり、加熱設備としてガ

ステーブル、電子レンジ、保存設備として冷凍冷蔵庫、配膳設

備として配膳台を備えており、再加熱や冷凍・冷蔵が可能であ

る。 
また、体調不良児への対応は、保育所において一人ひとりの

子どもの体調を把握し、栄養士などと連携しながら対応する。 
 

＜保育所調理室等の状況＞ 

保育所名  
調理室

等面積  
（㎡）  

加熱設備  保存設備  その他  
ガステ

ーブル  
電子レ

ンジ  
冷凍冷  
蔵庫  配膳台  食器乾

燥器  

横芝保育所  20.00 １  
（２口） 

１  １  １  ３  

上堺保育所  45.22 １  
（２口） 

１  ２  ２  ４  

大総保育所  18.00 １  
（２口） 

１  １  １  １  
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⑵ 外部搬入方式容認事業による給食は、０歳児から 2 歳児まで

を実施し、年齢等に応じた量や大きさ、形など工夫して提供す

るとともに、離乳食にも対応していく。 
また、アレルギー・アトピー等への配慮として保護者と連携

しつつ、提出された調査票に基づき、除去食を提供するなど個

別対応を行う。 
また、体調不良児についても、保護者・栄養士との連携を密

にし、代替食の提供などきめ細かく対応していく。これらにつ

いては、保護者が保育士、栄養士、医師等に相談できる体制を

整える。 
⑶ 外部搬入を行う場合の衛生基準については、「保護施設等に

おける調理業務の委託について（昭和６２年３月９日社施第

３８号）」において準拠されている「病院、診療所等の業務委

託について（平成５年２月１５日指第１４号）」の第４の２の

規定及び「保育所における調理業務の委託について（平成１

０年２月１８日児発第８６号）」を遵守し、保健・衛生面、栄

養面について保健所による助言・指導・相談等に従い適正な

運用に努める。 
  調理方法については、食材を加熱調理後、速やかに提供す

ることができるクックサーブ方式とし、調理から運搬、喫食

まで衛生管理の徹底を図る。 
給食の運搬及び保管方法については、専用の運搬車により保

育所の給食室に搬入し、配膳時間まで適切に保管した後、各ク

ラスまで運び配食する。給食は調理完了後、１時間４５分程度

⑵ 外部搬入方式容認事業による給食は、０歳児から２歳児まで

を実施し、年齢等に応じた量や大きさ、形など工夫して提供す

るとともに、離乳食にも対応していく。 
また、アレルギー・アトピー等への配慮として保護者と連携

しつつ、提出された調査票に基づき、除去食を提供するなど個

別対応を行う。 
また、体調不良児についても、保護者・栄養士との連携を密

にし、代替食の提供などきめ細かく対応していく。これらにつ

いては、保護者が保育士、栄養士、医師等に相談できる体制を

整える。 
⑶ 外部搬入を行う場合の衛生基準については、「保護施設等に

おける調理業務の委託について（昭和６２年３月９日社施第

３８号）」において準拠されている「病院、診療所等の業務委

託について（平成５年２月１５日指第１４号）」の第４の２の

規定及び「保育所における調理業務の委託について（平成１

０年２月１８日児発第８６号）」を遵守し、保健・衛生面、栄

養面について保健所による助言・指導・相談等に従い適正な

運用に努める。 
  調理方法については、食材を加熱調理後、速やかに提供す

ることができるクックサーブ方式とし、調理から運搬、喫食

まで衛生管理の徹底を図る。 
給食の運搬及び保管方法については、専用の運搬車により保

育所の給食室に搬入し、配膳時間まで適切に保管した後、各ク

ラスまで運び配食する。給食は調理完了後、１時間半程度 で



で喫食となる。 
 ⑷ 食育推進計画及び公立保育所食育計画に基づき、食習慣の改

善、収穫体験のほか、保育所の献立表を毎月保護者に配付する

とともに、定期的に保護者の意見を聞きながら、正しい食習慣

や食への興味・関心が身に付くよう食育・栄養指導の推進に努

める。 
 ⑸ 外部搬入委託契約については、「保護施設等における調理業

務の委託について（昭和６２年３月９日社施第３８号）」及び

「保育所における調理業務の委託について（平成１０年２月１

８日児発第８６号）」を遵守し、契約内容を明確にして適正な

運用に努める。 
また、給食の外部搬入の実施に当たっては、搬入元である民

間業者と搬入先保育所及び栄養士との間で、給食の提供方法、

内容について密接に連携することとする。 
［給食の配送計画］ 

  午前９時４５分  調理終了 
午前９時５０分  横芝保育所へ配送開始 

  午前１０時５０分 横芝保育所到着、調理室へ搬入し、給食時

間まで保管する 
           搬入後、横芝保育所出発 
  午前１１時００分 上堺保育所到着、調理室へ搬入し、給食時

間まで保管する 
           搬入後、上堺保育所出発 
  

喫食となる。 
 ⑷ 食育推進計画及び公立保育所食育計画に基づき、食習慣の改

善、収穫体験のほか、保育所の献立表を毎月保護者に配布する

とともに、定期的に保護者の意見を聞きながら、正しい食習慣

や食への興味・関心が身に付くよう食育・栄養指導の推進に努

める。 
 ⑸ 外部搬入委託契約については、「保護施設等における調理業

務の委託について（昭和６２年３月９日社施第３８号）」及び

「保育所における調理業務の委託について（平成１０年２月１

８日児発第８６号）」を遵守し、契約内容を明確にして適正な

運用に努める。 
また、給食の外部搬入の実施に当たっては、搬入元である民

間業者と搬入先保育所及び栄養士との間で、給食の提供方法、

内容について密接に連携することとする。 
［給食の配送計画］ 

  午前１０時３０分  調理終了後、横芝保育所へ配送 
 
  午前１０時５０分 横芝保育所到着、調理室へ搬入し、給食時

間まで保管する 
           搬入後、横芝保育所出発 
  午前１１時００分 上堺保育所到着、調理室へ搬入し、給食時

間まで保管する 
           搬入後、上堺保育所出発 
 



  
午前１１時２０分 大総保育所到着、調理室へ搬入し、給食時

間まで保管する 
  午前１１時１０分～３０分 配膳   
  午前１１時２０分  横芝保育所喫食開始 
  午前１１時２０分  上堺保育所喫食開始 
  午前１１時３０分  大総保育所喫食開始 

午前１１時５０分～午後０時１０分  給食終了 
   

午後１時２０分  横芝保育所 食器等回収 
午後１時５０分  上堺保育所 食器等回収 
午後２時３０分  大総保育所 食器等回収 

 
［調理委託施設の概要］  
名  称：株式会社 幼稚園給食 佐倉工場 
設立年月：昭和４８年２月 
構  造：鉄骨造 
建築面積：６６３．４２㎡ 
職  員  数：事 務   ３ 名 
     栄養士   ２ 名（管理栄養士１名 栄養士臨時職員 

１名） 
     調理員   ７ 名（調理師６名、補助員１名） 
調理能力：１日 １５，０００食 
調理機器：２槽式フライヤー２台、スチーマー１台、ガスコンロ１

 
午前１１時２０分 大総保育所到着、調理室へ搬入し、給食時

間まで保管する 
  午前１１時１０分～３０分 配膳・喫食  

 
 
 
午前１１時５０分～午後０時１０分  給食終了 

   
午後１時２０分  横芝保育所 食器等回収 
午後１時５０分  上堺保育所 食器等回収 
午後２時３０分  大総保育所 食器等回収 

 
［調理委託施設の概要］  
名  称：スタミナフード株式会社（H22 年度中に契約予定） 
設立年月：昭和４８年６月 
構  造：鉄骨木造 
建築面積：３３２．７２㎡ 
職  員  数：事 務   １ 名 
     栄養士   － 名（関連グループ企業栄養士を５名以 

上 配

置） 
     調理員  １５ 名（調理師３名、補助員１２名） 
調理能力：１日 １，５００食 



台、原料用冷蔵庫１台、冷蔵庫２台、冷凍庫２台、真空冷却機

１台、食器消毒保管室１室、包丁まな板殺菌庫１台、３段式炊

飯器 1 台、回転釜５台、野菜用スライサー１台、根菜皮むき器

１台、コンベクションオーブン１台、ベルトコンベアー３台、

食器洗浄器１台、調理台４台、１層シンク１台、３層式シンク

１台 

調理機器：２槽式フライヤー１台、ガスコンロ１台、冷蔵庫１台、

冷凍庫１台、真空冷却機１台、食器消毒乾燥機１台、回

転釜３台、食器保管庫３台、野菜カッター１台、コンベ

クションオーブン１台、炊飯器６台、食器洗浄器１台、

給湯器２台、２層式シンク１台 
 

 


